
 

 

保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に

困難となった場合等に、児童養護施設等において養育・保護を行います！ 

 
 

１．ショートステイ（18歳未満の児童の短期宿泊） 

保護者が病気や出産、仕事などのため、児童の養育が一時的に困難になった場合、

短期間（７日以内）の宿泊を含めて預かってもらえます。 

・こども家庭支援センター金沢（２歳以上） 

住所：平和町3-23-5（享誠塾敷地内） 

・梅光児童園（２歳以上） 

住所：石引4-6-1 

・聖霊乳児院（３歳未満） 

 住所：長町1-5-46 
 

２．トワイライトステイ（18歳未満の児童の夜間預かり） 

保護者が夜間の仕事などで、児童の養育が困難な場合に、幼稚園、学校等の終了

時から午後21時までの時間に預かってもらえます。 

・こども家庭支援センター金沢（２歳以上） 

住所：平和町3-23-5（享誠塾敷地内） 

・梅光児童園（２歳以上） 

住所：石引4-6-1 

・野町保育園 

住所：野町3-24-32 

 

 

子育て支援短期利用事業について 



【利用料金】 

（ショートステイ） 

区分 保護者負担額 

児童１人１日 

当たり 

生活保護世帯 

２歳未満児及び 

慢性疾患児 
0  

２歳以上児 0  

市民税非課税母子、父子、養育者世

帯（ただし、生活保護世帯として取り扱われる

世帯を除く） 

２歳未満児及び 

慢性疾患児 
550  

２歳以上児 500  

市民税非課税世帯及び母子、父子、

養育者世帯（ただし、生活保護世帯として

取り扱われる世帯を除く） 

２歳未満児及び 

慢性疾患児 
1,100  

２歳以上児 1,000  

その他の世帯 

２歳未満児及び 

慢性疾患児 
5,350  

２歳以上児 2,750  

 

（トワイライトステイ） 

区分 保護者負担額 

児童１人１日 

当たり 

生活保護世帯 0  

市民税非課税母子、父子、養育者世帯（ただし、生活保護世帯

として取り扱われる世帯を除く） 
150  

市民税非課税世帯及び母子、父子、養育者世帯（ただし、生

活保護世帯として取り扱われる世帯を除く） 
300  

その他の世帯   750  

【問い合わせ】 

梅光児童園（076-232-1072） 

聖霊乳児院（076-223-2878） 

野町保育園（076-244-6458） 

※こども家庭支援センター金沢に関するお問い合わせは、こども相談センター

（076-243-4158）までお願いします。 


